
 
2026年度ドッジボールワールドカップ派遣審判員（クロスボール）選考会実施要項 

 
一般財団法人日本ドッジボール協会 

 
１、主催　　一般財団法人日本ドッジボール協会　 
 
２、主管　　一般財団法人日本ドッジボール協会　国際委員会 
 
３、応募できる審判員 
　　以下の条件を全て満たす審判員とする。 
　　（１）過去にマルチボールルールの審判講習会を受講しており、熟知をしている方 
　　（２）国際事業に継続して取り組む意欲のある方 
 
４、選考方法 
　　以下の方法により実施する。 
　　（１）書類審査 
　　　　　国際大会派遣審判員を目指すための基本的な意欲を確認する。 
　　（２）実技審査 
　　　　　基本的審判技術とコミュニケーション能力を確認する。 
　　（３）面接審査 
　　　　 将来、IF（国際競技連盟）やNF（国内競技連盟）に対する競技運営の国際的な役割を担う意欲　　　　が
あるか、また、国内外問わず、審判技術向上に寄与する意欲があるか確認する。 
 
５、合格者人数 
　　・1次審査合格人数 
　　　　若干名 
　　・2次審査合格人数（派遣審判員人数） 
　　　　若干名 
　　※1次審査、2次審査ともに派遣審判員として求めるレベルに達していない場合は、対象者なしとして　　派遣
を見送る場合がある。 
 
６、審査方法 
　　各審査ともに評価を数値化し、各評価項目の合計点が優秀な者を理事会承認を経て、国際大会派遣審判員

に選出する。 
　　（１）1次審査 
　　　　　書類審査のみの評価にて行う。書類審査不合格の者は2次審査を受けることはできない。 
　　（２）2次審査 
　　　　　書類審査・実技審査・面接審査、全てにおいての合計点で評価を行う。 
 
７、選考期日および会場 
　　（１）1次審査（書類審査） 
　　　　　提出期日：2026年3月31日（月）必着 
　　　　　提出先：105-0004　東京都港区新橋6-4-3ル・グラシエルBLDG.7-405 
　　　　　　　　　一般財団法人日本ドッジボール協会　国際委員会　宛 
　　　　　　　　　※「書類審査申込書在中」と朱書きすること 
　　（２）2次審査（実技審査および面接審査） 
　　　　　2026年5月24日（日）　田村市総合体育館（福島県田村市船引町船引遠表400） 
　　　　　 
 
 

 



 
８、選考手数料 
　　　1次審査申込料　1,000円　※払込取扱票にて支払い。領収証の原紙を1次審査申込書の裏面に貼付す　　
　　　　　　　　　　　　　ること。 
　　　2次審査手数料　4,000円　※受付にて支払い。 
　　　※2次審査が中止となった場合にのみ、2次審査手数料の返金を行う。自己都合による返金は、いかなる理

由でも返金は行わない。 
 
９、国際大会派遣 
　　本選考会に合格した審判員は、タイ・バンコクで行われるWORLD DODGEBALL CHAMPIONSHIP 

BANGKOKおよび直前合宿に、国際大会派遣審判員として招集される。 
　　・WORLD DODGEBALL CHAMPIONSHIP BANGKOK 
　　　2026年12月5日～2026年12月13日（代表団遠征期間は未定） 
　　・2026WORLD CHAMPIONSHIP直前合宿　2026年10月予定 
 
１０、留意事項 

●​ 原則天災や慶弔などやむを得ない事情を除き、派遣審判員として選出された場合は、前述の大会には
原則参加することとします。 

●​ いかなる理由であっても、審査会場内に申込み審判員以外の方の立ち入りはできません。 
●​ 2次審査において、自家用車にて参加する方は、施設内の駐車場を利用してください。また、来場の際は

十分に余裕をもってお越しください。来場中の事故や遅延に関して主催者は一切の責任を負いません。

また、公共交通手段にて参加する方は、交通アクセスが限られていますので、別途、ご案内を行う予定

です。 
●​ 1次審査についても順位による合否判定を行います。どんなに秀でた技術を有していても、書類審査で

不合格となる場合がありますので、各設問に対して熟考し、記入を行ってください。 
●​ 書類審査申込書の記入上の注意点は、申込書3ページ目末尾に記載の内容をご参照ください。 
●​ 書類審査申込書は、PDF画像のとおりに印刷を行い、履歴書同様、丁重に取り扱ってください。 

角2封筒で送付する必要はありませんが、書類は三つ折りまでとします。 
●​ 不合格者については、申込み審判員本人の申し出により、評価の内容をお知らせすることができます

（有償3,000円）。不合格通知を受けた後、所定の期限内に不合格通知に同封の書類により申請を行っ
てください。 

●​ 海外派遣および直前合宿の参加にあたっては、自己負担が生じます。 

 


